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１９世紀ドイツの労働者運動における社会変革構想　　 ＊

山　井　敏　章

は　じ　め　に

　判じ物のような題名で恐縮です。ドイッ社会民主党の綱領文書を見ますと ，１９世紀後半の結党

以来，将来のあるべき国家を指す概念として「人民国家Ｖｏｌｋｓｓｔａａｔ」という言葉が何度か現れ

ます。たとえば１８６９年のアイゼナハ綱領には，「社会民主労働者党は自由な人民国家の樹立を追

求する」とあります。その後，「人民国家」という言葉は，１９２１年のゲルリッ ツ党大会，そして

１９５２／５４年のドルトムントならびにベルリン党大会で採択 ・拡充された綱領に現れます。一方 ，

「社会国家Ｓｏｚ１ａ１ｓｔａａｔ」という言葉は，１９５９年のハート ・コーテスベルク綱領で初めて現れます 。

ご承知の通り ，この１９５９年の大会で，社会民主党はマルクス主義から最終的に訣別することにな
　　　１）
ります 。

　もう一つ，「未来国家Ｚｕｋｕｎｆｔｓｓｔａａｔ」という言葉が残 っています。この言葉は党の綱領文書に

は一度も姿を見せませんが，ただし，１９世紀第４四半期には「未来国家論争」と呼ばれる論争が

党の内外で闘わされました。「人民国家」 ，「未来国家」 ，「社会国家」。 この三つの言葉に託された

国家像，社会像がいかなるものだったか，この点に着目しながら ，ドイツにおける労働者運動の

追い求めた未来社会像の移り変わりを検討するのが，本日お話ししようと思うことの内容です 。

　ところで，ゲアハルト ・Ａ ・リッ ターによれば，ドイツにおける社会国家概念の歴史的淵源は

ローレンツ ・フォン ・シュタインに遡ります。１９世紀半ばの著作で，彼はまず「社会的デモクラ

シーｓｏｚ１ａ１ｅ　Ｄｅｍｏｋｒａｔ１ｅ」という言葉を用い，その後１８７６年には同じ内容を「社会的国家 ｓｏｚ１ａ ．

１ｅｒ　Ｓｔａａｔ」という言葉で表現しました。シュタインの言う「社会的デモクラシー」あるいは「社

会的国家」とは，資本と労働の利害対立を調整し，「すべての階級の福祉のためにその権力を用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
いる」国家，階級対立の上に立 って「社会を改革する王政」です 。

　含意する内容が完全に同じかどうかはともかく ，実は，１８４８年革命期の労働者運動においても
，

‘‘

ｓｏｚ１ａ１ｅ　Ｄｅｍｏｋｒａｔ１ｅ
’’

そして
‘‘

ｓｏｚ１ａｌｅｒ　Ｓｔａａｔ” という言葉が現れます。この年の６月末，シュ テ

ファン ・ボルンを中心とするベルリンの労働者中央委員会が発行する『人民Ｄａｓ　Ｖｏｌｋ』という

機関紙に，ドイツ全土の労働者の結集を訴える声明が掲載されていますが，そこで中央委員会は ，

＊本稿は，ドイツ現代史学会第２１回大会（１９９８年７月２５／２６日 ，名古屋大学）二日目の共通論題「社会国家の歴史と展望」
の一部として行われた報告の原稿に加筆したものである 。報告の機会を与えられた大会事務局の方々 ，そして当日貴重
なご意見を寄せられた参加者各位に心より感謝する 。なお，講演の口語調はそのままにしてある 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３６４）



　　　　　　　　　　　　　　人民国家一未来国家一社会国家（山井）　　　　　　　　　　　　　１８９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
「社会的デモクラシー」の実現に向けて労働者が声をあげるよう呼びかけています。同じ中央委

員会は，翌月の別の論説では，フランスニ月革命後の暫定政府の失敗について，労働者を支柱と

し， 労働者の福利に奉仕すべき「社会的国家 ｓｏｚ１ａｌｅｒ Ｓｔａａｔ」が樹立さるべきであ った，と述べ
　　　４）
ています 。

　いま「社会的テモクラシー」と訳しておいた
‘‘ ｏ。。。１． Ｄ．ｍｏｋ。。ｔ、。’’ は， 労働者運動の脈絡では

普通ｒ社会民王主義」あるいはｒ社会民王党」と訳されています。今年はちょうと１８４８年革命

１５０年の年にあたりますが，この１８４８年は，社会民王王義的労働者運動がトイノではじめて大き

く姿を現した年であり ，それは，初発から「社会国家」思想を端緒的に内包していたものである ，

と言うことができるでしょう 。そこで，以下ではまず，この革命下の労働者運動が，いかなる国

家， いかなる社会の樹立を展望していたか，この問題から論じてみようと思います 。

１． アソツィアツィオン社会主義　　社会変革構想の原型

　１８４８年革命期の労働者運動は，ふつう社会保守的，社会改良的，社会革命的という三つの潮流

から成 っていた，といわれます。杜会保守的な潮流は，イヌングを中心とする手工業の伝統的諸

制度の維持 ・再建を求めたもので，以後の労働者運動との直接の関わりはあまり大きくありませ

ん。 社会革命的潮流はｒ共産王義者同盟」に代表され，マルクスもその一角に位置するものです

が， ただしこの「同盟」について言えば，それは結局小規模なセクトの域を越えず，しかも内部

対立をくり返しつつ解体していきました。マルクスに限 ってみても ，後に触れますように，彼の

思想がドイツの労働者運動内部で大きな影響力を持ち始めるのは，ようやく１８７０年代以降のこと

です 。

　一方，社会改良的潮流を代表するとされるのが，シュ テファン ・ボルンの主導する「労働者友

愛会」です。ボルンは先に触れたベルリン労働者中央委員会の機関紙『人民』 ，そして「労働者

友愛会」の機関紙『友愛』紙上で，社会変革の構想についてまとまっ た議論を展開しています 。

この構想について私は別の機会に詳しく論じたことがありますが，ここでその内容を簡単に振り

　　　　　　　　５）
返っ ておきましょう 。

　ホルンはまず，各業種の労使双方がそれぞれ団体を形成し，これら両団体の代表から成る共同

の委員会によっ て最低賃金 ・労働時間の合意 ・決定がなされる ，という提言から議論を始めてい

ます。このうち雇主側の団体について，ボルンはアソッィアツィオンの組織をその中心的な目的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
として挙げます。ここでいうアソツィアツィオンとは，協同組合のことです。つまり ，アソツィ

アツィオンは商品を共同の店舗で販売し，原材料や道具，食料の共同購入を行います。これによ

ってホルンは，膨大な数の小親方層を問屋制下に組織する商人資本家を排除し，隷属状態を解消

しようとしたのです。ただしそれのみでなく ，アソッィアッィオンは生産をも共同で行うとされ

ます。生産協同組合の提言ですが，ボルンは，こうした生産協同組合の設立が，国家の資金援助

を獲得することによっ て労働者にも可能になる ，と言います 。

　さらにボルンによれば，こうして設立される多数のアソツィアッィオンは，互いに需要を充足

しあうことにより ，資本主義的市場経済から独立した経済システムを形成します。そして，この

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３６５）



　１９０　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

ようなアソツィアツィオンがやがて全社会を覆うことを展望して，ボルンは次のように言います 。

ｒこうしてしかし，たんに資本家が不要になるだけでなく ，それはまた不可能になる。なぜなら

資本家はその逆のもの，つまり賃労働者がいるかぎりでのみ存在しうるからである。賃労働者が

自らを解放すれは，もはや資本の力は存在しない。われわれの社会はふたたぴ新たな発展の時期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
に入り ，新たな生産様式の上に立つことになるのである 。」協同組合的生産 ・流通の全面化によ

って資本主義的生産様式の克服をめざすポルンのこうした主張を，ｒアソツィアツィオン社会主

義」とも呼ぶことができるでしょう 。

　ところで，ボルンおよび友愛会については，エンゲルスによる次のような批判的 コメントがよ

く知られています。つまり ，ｒ彼らはとくにストライキを打ち，労働組合や生産協同組合を設立

した。しかしこれらの試みを長く持続するためには，まず政治的勝利を収めることが肝心だ，と

　　　　　　　　　　　　　　８）
いうことを忘れていたのである」。 エンゲルスの言うことに一理はあるかもしれませんが，ただ

し， 少なくともボルンが政治闘争の重要性を看過していたかどうかは疑問です 。

　先に述べましたように，ボルンは労働者の生産協同組合に対して国家が資金援助を行う可能性

に言及し，あるいはこうした資金援助を国家に要求したのですが，ただし，現行の国家について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）は， 端的にこれをｒ労働者搾取のための資本家の組織」と規定し，国家の支配権力が労働者＝人

民の手に移行しない限り ，彼の提案の全面的な実現は不可能である，との認識を示しています 。

ｒ人民国家Ｖｏ１ｋｓｓｔａａｔ」という言葉はポルンの論説には現れませんが，その代わりｒ人民支配

Ｖｏｌｋｓｈ
ｅｒｒｓｃｈａｆｔ」という言葉が出てきます。ｒ最大限の人民支配のもとでのみ社会問題の解決は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０）
可能であり ，ここでのみ階級支配の廃棄が可能である。」ボルンはこう述べています。ただしこ

のｒ人民支配」，すなわち労働者支配の実現がただちに可能であるとは，彼は考えていませんで

した 。

　現在の生産様式が社会の経済的必要に応じきれなくなり ，新たな生産様式がこれに取って代わ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１）
らねはならなくなる時点ではじめてｒ労働階級 ａｒ

ｂｅ１ｔｅｎｄｅ　Ｋｌａｓｓｅ」の支配が実現される 。マル

クスの歴史認識に従って，ボルンはこう考えます。ところがドイツでは，資本主義の発展，労資

の階級対立がなお全面的に展開するには至 っておらず，従 ってボルンによれば，ｒ人民支配のた
　　　　　　１２）
めの準備をする」ことこそが，当面の運動の課題となります。この準備の内容は，まず政治の領

域では封建貴族制の打破，フルジ ョア的変革の貫徹であり ，また普通選挙権の導入にもとづく人

民の政治参加の拡大，そして共和制樹立に向けての政治闘争です。そして社会 ・経済の領域で決

定的に重要なのがアソッィアッィオンであるとされます。しかもこのアソツィアツィオンは，現

行社会内部で労働者の経済状態の改善を図る手段であるにとどまらず，同時に新たな生産様式の

基礎を成すべきものと位置づけられています。ただしポルンは，アソツィァツィオンの漸次的拡

大によっ てそのまま新たな社会へ移行することが可能であるとは考えておらず，その間になお

ｒ労働者革命」によるｒ人民支配」の実現が必要である ，との認識を示しています。こうしてエ

ンゲルスの言うところと異なり ，政治的変革と経済的変革とは，ポルンにおいて密接な連関の下

におかれていたと言うことができます 。

　以上のようなボルンの構想は，機関紙類，あるいはｒ友愛会」指導者の遊説等を通じて労働者

の問に伝えられ，各地あるいは地域レベルの労働者集会で議論されました。たとえば１８４８年１２月

末のザクセン労働者会議では，労働者アソツィアツィオンに対して４００万ターラーという巨額の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３６６）



　　　　　　　　　　　　　　人民国家一未来国家一社会国家（山井）　　　　　　　　　　　　　１９１

資金援助をザクセン政府に求める請願書が提出されていますし，また各地の労働者組織が生産協

同組合，消費協同組合などアソッィアツィオンの設立にとりくんでいます 。

　ただし，いまご紹介したボルンの構想がそのまま労働者の共有財産となっ たかというと ，これ

は疑問と言わざるをえません。そもそも「友愛会」は各地の労働者組織のゆるやかな運合体にす

ぎず，一枚岩の組織と言うにはほど遠い状態にありました。もちろんボルンのような「社会革

命」的構想に対する積極的反響がなかったわけではありませんが，アソソィアッィオンに対する

労働者大衆の期待は，むしろ消費協同組合の設立によっ て生活必需品を安く買うことができる ，

とか，また生産協同組合にしても ，雇用機会の創出を主たる目的として設立されるというように ，

日常的次元のものであることがしはしはでした 。

　もっとも ，だからといっ て， アソツィアツィオンに参加した労働者の意識を「経済主義的」な

ものに限定して捉えることもまた一面的であると思います。たとえばシュレージエンのある職人

協会が「友愛会」中央委員会に寄せた報告には，「当地の人々 ，とくに親方層の大部分は，共和
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３）
制という言葉と同様，この言葉［アソソィアソィオン　　筆者１に怖じ気をなしている」と述べ

られています。アソッィアツィオンという言葉がそうした危険な意味合いをもっ て受け取られて

いる状況のなかで，にもかかわらず多数の労働者 ・職人層がこれに参加した，という事実は，相

当の重みを持 って受け止められるべきでしょう 。「生産協同組合の要求と結びつく野心は，失業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４）
の蔓延する時期における雇用の確保から初期社会主義的な社会の変革にまで及んでいた。」トイ

ツの研究者フリードリヒ ・レンカーはこう述べていますが，妥当な評価と思います 。

　同様のことはまた，「労働者友愛会」全体についても言えるでしょう 。先に申しましたとおり ，

革命期の労働者運動は社会保守的，杜会改良的，社会革命的，という三つの潮流から成り ，「友

愛会」はこのうち社会改良的運動を代表するものと理解されています。たとえば，この組織につ

いての戦後最初の本格的研究であるフロリンデ ・バルザーの１９６５年の著書は，「友愛会」を経済

主義的 ・労働組合的な組織，「国家権力との対立なしに」労働者を近代社会に統合しようとした
　　　　　　　　　　　１５）
もの，と特徴づけています。彼女のこうした理解がそのままでは受け入れがたいことは，これま

での検討から明らかと思います。そのうえで，各地の労働者組織の緩やかな連合体である「労働

者友愛会」の性格をあえて全体として把握しようとすれは，社会保守的，社会改良的，社会革命

的という三つの要素をそれ自身のうちに内包するもの，というほかないように思います 。

　ただし，こうした多様性を踏まえた上で，なおかつ「友愛会」の運動の性格を的確に示す一つ

の概念を「友愛会」自らが提示しています。「社会民主主義」 ，“ ｏｚ１ａ１ｅ　Ｄｅｍｏｋｒａｔ１ｅ
’’

ないし
‘‘

Ｓｏｚｌａ１－Ｄｅｍｏｋｒａｔ１ｅ”がそれです。民王王義的共和制の実現という政治課題に集中する民王主義

者に対し，「友愛会」に結集する労働者の運動は，この国家が同時に民衆の福利に配慮するいわ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６）
はｒ社会国家」たることを求め，自らｒ社会民王王義者」と名乗 ったのです。革命の鎮圧ととも

に一旦沈静化した労働者運動が１８６０年代に入 って再び活性化したとき ，それはまさにこの「社会

民王主義」的運動の遺産を引き継いで展開することになります 。

（３６７）



１９２ 立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

２． 人民国家　未来国家　　アソッィアッィオン杜会主義の終焉

　革命期を含む１８３０／４０年代から１８６０／７０年代までの労働者運動は，近年の研究では，「初期労働

者運動」として，一つのまとまりを成すものとして論じられています。たしかに，この二つの時

期の問には革命後の弾圧による沈黙の時期が挟まるわけですが，にもかかわらず，両者の問に顕

著な人的 ・組織的 ・イデオロギー的連続性を確認することができます。そして，この連続性を根

底で支えるのは，当時の労働者運動の「手工業的」性格です 。

　この時代，労働者運動の中心的担い手となっ たのは，マルクスが想定したような工業プロレタ

リアートではなく ，むしろ親方 ・職人のいずれをも含む手工業的職人層 ・熟練工でした。フリー

ドリヒ ・レンガーによれば，こうした層を担い手とする労働者運動が「資本家」とイメージした

ものの像は，何よりも個々の生産者の問に介在して彼らの正当な報酬の一部を奪う中間商人，と

いうものでした。この中問商人を排除し，商業資本家に対する従属からの解放を図ることが運動

の重要な課題であり ，とくに生産協同組合を通じて手工業者的な独立を集団的に確保することが，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７）
当時の手工業者 ・労働者の重要な要求となります。ボルンのアソツィアツィオン論や，そしてラ

サールの生産協同組合論，あるいはシュ ルッェ ・デリッ チュ の自由主義的協同組合運動が大きな

反響を得たのも ，こうした労働者運動の手工業的性格を背景にして初めて理解可能となるでしょ

う。 アソツィアツィオン，とりわけ生産協同組合　　これはドイソ語ではふつう
‘‘

Ｐｒｏｄｕｋｔ１ｖａｓ
－

ＳＯＺ１ａｔ１Ｏｎ”と呼はれていました　　の思想が，初期労働者運動の時代を貫くイテオロキー的連続

性の核心を成します 。

　ただし，そうだとすれば，１９世紀半ば以降のドイッの急速な工業発展が，労働者運動の性格に

何らかの影響を及ぼさなかったかどうかが問題になるはずです。実際，杜会変革の構想について

見ると ，１８６０年代に労働者運動の支配的思想となっ たラサールの生産協同組合論は，７０年代に入

るとしだいに影響力を失 っていきます。以下でお話しするのは，こうした形で，ボルン以来，あ

るいはそれ以前から由来するアソツィアツィオン杜会主義の思想が終焉を迎える過程です 。

　さて，ドイツでは１８６０年代に二つの労働者政党が結成されますが，この二つ，つまりラサール

派（全ドイツ労働者協会）とアイゼナハ派（社会民主労働者党）が対立 ・競合関係にあ ったことはご

承知の通りです。もっとも ，この対立を，しばしば行われるようにラサ ール主義とマルクス主義

の対立として理解することは，必ずしも正しくありません。むしろラサール派のみならずアイゼ

ナハ派においても ，少なくとも成立の当初はラサ ールの思想が決定的影響力を持っていました 。

たとえば，アイゼナハ派の領袖アウグスト ・べ 一ベルは，１８６９年に執筆した著書『われわれの目

標』のなかで，「［生産協同組合設立の１資金は国家によっ て供給されるべきである」と述べてい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８）
ますが，彼自身認めるように，それは明確にラサ ールの議論に依拠するものでした。また，同党

の結党綱領である１８６９年のアイゼナハ綱領は，協同組合的労働によっ て現在の生産様式を廃棄す

ることを党の基本方針として唱い，さらに「国家による協同組合制度の促進と ，民主的保証の下
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９）
での自由な生産協同組合に対する国家信用」を当面の要求の一つに掲げていますが，これもラサ

ール主義の枠内にあるものといえます 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３６８）
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　ところで，このアイゼナハ綱領に「社会民主労働者党は自由な人民国家の樹立を追求する」と

記されていることは，本日の報告の目頭で触れました。そして，この党の機関紙もまた『人民国

家Ｄｅｒ　Ｖｏ１ｋｓｓｔａａｔ』というタイトルを冠していました。ただし「人民国家」という言葉がアイ

ゼナハ派の専冗特許だ ったわけではありません 。

　たとえばアイゼナハ綱領の１年前，ラサール派の総会で採択された運動網領のなかで，この党

もまた「統一された自由な人民国家」の樹立を目標に掲げています。「統一された」というのは ，

言うまでもなくドイッ統一を指します。政治領域でのこうした目標に加えて，綱領はさらに「新

たな生産様式」の樹立，「共同の社会的生産によっ て造り出された価値物の公正な分配」を，社

会領域での目標として掲げています。そして，ラサ ールの唱えた国家の資金援助による生産協同
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０）
組合の設立こそがこの新たな社会に道を拓く手段である ，と言われるのです 。

　そもそも「人民国家」の概念は，すでに１８６０年代初めの労働者教育協会で広く用いられていま
　２１）

した。労働者教育協会，あるいは単に労働者協会と名乗ることもありますが，当時これらの組織

の多くは自由主義的名望家 ・知識人層のイニシアティブによっ て結成され，教育を通じて労働者

を「市民」に引き上げる ，との理念に立脚しつつ，労働者の経済的 ・社会的状態の改善を図りま

した。ここに組織された労働者がやがて名望家層の庇護を嫌って独自の組織活動を展開し，また

名望家層も労働者協会から離れていく ，というのが，いわゆるｒプロレタリア的民王主義のフル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２）
ショ ア的民王王義からの分離」（Ｇマイヤー）の過程なのですが，いずれにせよ ，こうした労働

者教育協会で「人民国家」の語が用いられる場合，そこでイメージされるのは，何よりも結社 ・

出版の自由等，政治的自由の保証された国政であ ったと思われます。ラサール派もアイゼナハ派

も， こうした「人民国家」概念を受け継いで自身のものとしたのです 。

　ただし，これら二つの労働者政党の目標が，政治的自由の獲得のみにとどまらなかったことは

言うまでもありません。たとえばラサ ールの死後，ラサ ール派の領袖となっ たヨハン ・バプティ

スト ・フォン ・シュウァイノァーは，社会変革の道筋を次のように描き出しています。つまり ，

まず普通選挙権の導入を実現し，これにもとづいて結杜 ・集会 ・出版の自由なと ，政治的自由を

備えた「人民国家」を樹立する 。ただしこの国家においては，資本と労働の対立がなお経済的諸

関係の基礎を成しており ，そこで国家の信用供与を得て設立される生産協同組合を，このような

諸関係を打破するための「くさび」として打ち込むことが必要である 。そして生産協同組合の拡

充・ 拡延を通じて新たな生産原理が古い生産原理をしだいに駆逐し，ついには階級支配のない
　　　　　　　　　　　２３）
「労働者国家」が実現される 。

　こうした議論が，１８４８年革命期におけるボルンのそれときわめて類似していることは，あらた

めて指摘するまでもないでしょう 。ただし，ボルンが協同組合原理の全面化のために必要と考え

た「労働者革命」は，シュ ヴァイッァーの場合，少なくとも前面には現れていません。暴力的体

制転覆の可能性をシュ ヴァイッァーも否定してはいませんが，ただし彼の場合，むしろ平和的 ・

漸進的変革の道に重心が置かれています。ラサール派については「急進的」との評価がなされる

ことが多いのですが，むしろアイゼナハ派に比してより穏健であ ったとさえ言うことができます 。

　それはともかく ，このようにシュ ヴァイッァーは「人民国家」を政治的自由にのみ関わ って理

解し，その次の段階として「労働者国家」を展望しているわけですが，こうした理解が労働者運

動内部で一般的だ ったかというと ，必ずしもそうは言えないようです。たとえば１８７２年のある講

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３６９）
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演のなかで，アイゼナハ派の指導者ヴィルヘルム ・リープクネヒトは，「われわれは，現在の階
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４）
級支配の廃壊の上に自由な人民国家を打ち立てるべく運動を進める」と述べています。また，そ

の２年前の１８７０年，同じアイゼナハ派のシュトゥソトカルト党大会で，国際労働者協会，いわゆ

る第一インターナシ ョナルのジュ ネーフ中央委員会からのメ ソセージが読み上げられていますが，

そこには次のような字句があります。「未来国家，すなわち人民国家においては，階級対立が消

滅し，国家と社会は同じ概念，同じ実体となり ，時々のあらゆる政治的および社会経済的必要が
　　　　　　　　　　　　　２５）
調和的に充足されねばならない。」ここで「人民国家」は，階級対立の存在しない「未来国家」

と同義に用いられています 。

　「未来国家」という言葉にようやく立ち至 ったわけですが，この「未来国家」が具体的にどの

ようなものとしてイメージされていたのか。その一例を ，１８７６年４月 ，アイゼナハ派の機関紙

『人民国家』に掲載された
‘‘

Ｅｍ　Ｂ１１ｃｋ　ｍ　ｄ１ｅ　Ｚｕｋｕｎｆｔ”（「未来瞥見」）と題する匿名の論説によっ て

見てみましょう 。

　ここで描かれる未来社会では，生産はすべて協同組合によっ て行われます。それぞれの協同組

合には通常２００人以上が属し，１５０の協同組合ことに一つの地方自治体（コミューンＣ．ｍｍｍ。）を

形成します。コミューンの大きさは全国ほぼ均等で，それぞれの内部に農耕協同組合，工業協同

組合が分散して配置されるため，都市ないし工業地域と農村との分極化は避けられます。コミュ

ーン内には３ないし４の居住地区が築かれますが，そこでは公園的な環境の中心に，通常２階建

て， それぞれ８家族が住む集合住宅が建てられます。この住宅と労働手段，つまり土地，工場施

設， 機械など，そして商品もまたコミューンないし協同組合の所有となりますが，ただし協同組

合の所有物はコミューンから ，そしてコミューンの所有物は国（Ｌａｎｄ）から利用を委ねられたも

のであり ，本来の所有者は人民全体です 。

　協同組合，コミューン，国の運営のために，それぞれのレベルで委員会が選出されます。各協

同組合委員会のメンバ ーは３人，コミューン 委員会は５０人から成り ，国の委員会
（Ｌａｎｄ

ｅ。。ｕ。。ｃｈｕＢ）にはコミューンことに２名の代表を選出します。選出はいずれのレベルでも平

等・ 直接選挙によっ て行われます。委員の任期は２年で，任期を１年ずつずらすことにより ，毎

年半数の委員が改選されます。コミューンおよぴ国の委員への再選は１０年間認められず，これに

よっ て権力者集団の形成が阻止されます。選挙権および被選挙権は２０歳以上の男女に等しく与え

られますが，すべての国民が委員の任に堪える知識を身につけるため，１７歳までの義務教育が導

入されます 。

　協同組合は毎年四半期毎に決算および業務報告書を作成し，コミューンおよび国の委員会に提

出します。また各コミューンの委員会も四半期毎に報告書を作成し，国の委員会がこれをチ ェソ

クします。国の委員会が作成する産業統計は，今後いかなる方向で生産を拡充ないし制限すべき

か， この点を各人 ・各組織が判断するための材料として公表され，これによっ て， 産業部門問の

移動を必要に応じて適切に行うことが可能になります。最後に賃金は職種 ・地位にかかわらず同

一とされ，国の委員会が賃金，そして労働時問を統一的に決定します 。

　以上のような未来社会像を描くなかで，筆者は次のように言います。こうした社会では，利己

心や物欲ではなく ，文明化 ・文化発展への貢献こそが，人々の活動の動機となる 。共同で種を蒔

き， 各人が収穫から同等の割り前を得る沃野。こうした沃野にもたとえうる社会が実現されるの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３７０）
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　　２６）
だ， と。

　この論説はアイゼナハ派の一党員の寄稿であり ，『人民国家』編集部は，あくまで執筆者の

「個人的見解」を示すにすぎない，とコメントを加えていますが，ただしその内容に否定的であ

るわけではありません。実際，個々の内容はともかく ，少なくとも協同組合を未来社会の経済組

織の根幹とする考えは，当時さまざまに提起された未来社会像にくり返し現れるイメージです 。

たとえば１８７５年のゴータ綱領には，「労働の解放は，労働手段を杜会の共有財産に変え，また労

働全体を協同組合的に律することによっ て， 労働収益を公益に資するよう用い，またそれを公正
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７）
に分配することを必要とする」と言われています。さらに時代を下 って ，１８９１年のエアフルト綱

領に寄せた コメンタールのなかで，カウソキーは，資本王義的企業を社会王義的協同組合に変え
　　　　　　　　　　　　　　　　　２８）
るという未来社会の展望を示しています 。

　こうして協同組合社会としての未来社会というイメージは広く共有され，後々まで影響を及ぼ

し続けたとしても ，１８４８年革命期のボルンや，あるいはラサ ールが協同組合に託したもう一つの

役割，つまり未来社会への虐合あ羊段としての協同組合という位置づけに対しては，すでに１８７０

年代前半から ，社会民主党内部で離反の動きが見られます 。

　一つは，国家の資金援助による生産協同組合の設立というラサールの提案について，資金援助

を与えるべき国家がいかなる性格のものか，という問題に関わります。当初から反プロイセン的

姿勢を明確にしていたアイゼナハ派はもとより ，しはしはその親プロイセン的志向を指摘される

ラサ ール派においても ，先に紹介したシュ ヴァイツァーの議論からも知られますように，この国

家は将来実現さるべき民王主義的国家であると考えられていました 。

　ところが，１８７１年，ピスマルクープロイセン王導下に成立したトイノ帝国の現実は，こうした

民王主義国家の樹立，そしてそれを則提とする生産協同組合に対する国家援助の要求が，少なく

とも当面実現の見通しのないものであることを明らかにします。となれば，国家援助生産協同組

合の要求は，その切迫性を失わざるをえません。周知の通り ，１８７５年のゴータ綱領にはこの要求

が入れられ，ラサ ール主義の残津としてマルクスはこれを批判するのですが，ただし綱領の文面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２９）は， 「労働人民の民主的管理のもとにおかれ，国家援助をうける社会主義的生産協同組合」と書

かれており ，この要求が将来の社会主義国家においてはじめて実現されるはずのものであること

を明確に表現するものでした。言いかえれは，この要求がいまや戦略的重要性を失 っていること

を， この大会で合同を果たしたアイゼナハ派，ラサ ール派の双方が確認する結果になっ ているの
　３０）

です 。

　協同組合について，いま一つ問題になるのは，現行社会内で労働者が自己資金によっ て設立す

る協同組合の試みです。実際，１８６０年代の労働者運動の高揚とともに，生産協同組合を含む多数

の協同組合が設立されました。しかしラサールは，とくにシュ ルッェ ・デリッ チュ の唱道した自

助生産協同組合の試みに対し，果たしてそれが大規模な工場生産に対してどれほど競争力を持ち

うるのか，労働者の「空の財布」でいっ たいどれだけのことができるというのか，と疑問を呈し ，

国家援助生産協同組合の設立を提言したのです。ラサール派，アイゼナハ派のいずれにおいても

ラサ ールの思想が支配的影響力を持っていた，と先ほど申しましたが，だとすれば，両派とも ，

労働者の自助生産協同組合を留保なしに肯定することはできないはずです 。

　しかし，他方，現実に協同組合の実践にとりくむ労働者にしてみれば，資金難の現状のもとで ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３７１）
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自助であれ国家援助であれ資金供与は基本的に歓迎すべきものでした。そして労働者政党が，こ

うした労働者の試みに背を向けていることも困難です。この困難を，たとえばシュ ヴァイツァー

は次のような理屈で回避しようとしました。つまり ，ラサールの道が労働者全体の救済をはかり ，

これに対してシュ ルツェ の道が個々の労働者の救済をめざすという違いはあるにせよ ，二つの道

は互いに他を排除するものではない。労働者は「同時にシュ ルツェ 主義者でありラサール主義者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３１）
でもあるという幸運な状況に」あるのだ，と 。

　もっとも ，当時設立された労働者協同組合の営業実態は，決してはかはかしいものではありま

せんでした。何よりも資金難，そして経営能力の不足，労働者の規律の欠如，工場主層の妨害 ，

等々 。１８６０／７０年代に成立した生産協同組合の大半は，５年以内，あるいはせいぜい１０年以内で

破産しています。こうした状況のなかで，すでに１８７０年代前半には，労働者の関心は生産協同組

合から離れていきます。むしろ労働者の関心は，１８６０年代半ば以降，ようやくドイッでも姿を現

し始めた労働組合，そしてストライキ運動に向かっていきました。工業化の進展にともなっ て労

働者の「手工業者的」要素が後退し，「賃労働者」としての性格がますます強まっ ていく 。生産

協同組合を通じての「独↓」から ，労働組合による労働条件の改善へ，という労働者の関心の推

移の背景には，こうした事情があ ったと言えましょう 。労働者運動の「手工業的」段階としての
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２）
初期労働者運動の時代は，こうして終わりを告げるのです 。

　すでに１８７２年に，『人民国家』編集部は，国家援助生産協同組合というラサールの提言によっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３３）
ては「社会問題の解決はまっ たく不可能である」と述べています。１８７５年のコータ綱領における

国家援助生産協同組合要求の挿入が，実は，この要求の戦略的重要性の喪失を確認するものであ

ったことは，すでに指摘しました。こうして生産協同組合は，未来社会への移行の手段としての

戦略的地位を失います。しかし，それでは「移行」はどのように考えられるようになっ たのか 。

この点を，いわゆる「未来国家論争」を素材にして見てみましょう 。

３． 未来国家論争　　ユートピアの意味喪失

　「未来国家論争Ｚｕｋｕｎｆｔｓｓｔａａｔｓｄｅｂａｔｔｅ」と呼はれる論争のきっ かけとなっ たのは，１８７４年の帝

国議会選挙における社会民主党の躍進でした。この選挙で社会民主党は３５万票を集め，議席数を

１８７１年選挙の２から９に大きく伸ばします。他の諸政党，そして帝国ならびにドイツ諸邦の政府

はこれに危機感を覚え，反社会民主党キャンペーンが盛んに繰り広げられました。その際，社会

民主党の成功は，それがふりまく社会主義的未来国家のユートピァによる ，というのが反対陣営

の　般的認識であり ，そこで，この未来像に対する攻撃と ，そしてこの攻撃に対する社会民主党

側の反論，さらに加えて，未来国家のありようをめくる社会民主党内部の議論が論争として展開
　　　　　３４）
したわけです 。

　党外からの攻撃は，ほぼ以下のような内容のものでした。社会民主党は市民の財産 ・貯蓄を奪

い去り ，すべて共有財産にしてしまう 。社会主義的な生産形態，とくに計画経済は失敗に終わら

ざるをえない。労働の対価を同じにすれば，怠け者のために勤勉な者が割を食い，経済活動全体

が沈滞する 。社会主義的な労働組織は個人の自由，とくに職業選択の自由を否定する 。それは巨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３７２）
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大な官僚装置を作りだし，国家を巨大な監獄に変える 。社会王義は人間を平等にしようとするが，

それは人問本来の資質の相違からして不可能である 。社会王義は結婚や家族を解体する。社会主

義は宗教を否定し，肉欲を解き放ち，隣人愛を破壊する 。社会主義的な未来社会のモデルは暴力

によっ てのみ実現され，また独裁的支配の下でのみ維持可能である 。社会主義は，たとえ権力の

座につくことがあ ったとしても ，やがて必然的に崩壊し，人問の真の必要に適 った社会秩序に取
　　　　　　３５）
って代わられる 。

　たとえば先に紹介した「未来瞥見」と題する論説は，こうした攻撃に対して社会主義の掲げる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３６）
諸原則が，現実に実現可能であることを示そうとしたものでした。また，たとえば社会主義社会

における新たな家族像 ・女性像を提示しようとする試みが，べ 一ベルの有名な『女性と社会主

義』 ，いわゆる『婦人論』で，その初版は１８７９年に出ています。もう一つ，「経済 コミューン」 ，

そして「社会主義的に組織された国家における精神的労働」と題する同じ筆者による二つの論説

を紹介しておきましょう 。これはそれぞれ１８７８年６月と７月 ，社会民主党系の理論雑誌
“Ｚｕｋｕｎｆｔ

’’

（『未来』）に発表されたものです 。

　社会主義的計画経済によっ て精神的自由が脅かされる ，という批判に対し，筆者はまず，社会

主義社会は決して兵営国家とはならず，むしろ経済ゲマインデないし経済コミューンの集合体と

いう形をとる ，という持論を展開します。筆者によれば，近年，農村や都市の解体，個人のアト

ム化が顕著に進んでおり ，社会王義は，このアトム化した個人を再ぴ有機的な共同体に結合する

ことを課題とします。そして，この再建さるべき共同体がゲマインデないしコミューンです。社

会主義社会では，生産は需要に応じて計画的に行われますが，しかしこの需要は風土，慣習等の

相違から各地でさまさまであり ，したがって，生産 ・分配 ・消費に関する決定は，基本的にケマ

インテに委ねるのが至当である ，とされます。もっとも ，それぞれのケマインテが完全に自給自

足することは不可能であり ，むしろ諸ケマインテが相互に一定の分業関係を結ひ，これを通じて

形成されるゲマインデの連合体が地域ごとの，そして最終的には国家の中央機関が地域連合体間

の生産の調整を行います。さらに経済ゲマインデと並んで各業種ごとの組織が形成され，ゲマイ

ンデ，地域，国のいずれのレベルでも ，この組織の代表が，生産の組織 ・指導 ・改善にあたりま

す。 最後に付言すれば，ここでも生産は協同組合的に行われ，生産手段 ・生産物の所有権はゲマ
　　　　　　　　　　　　　　　　３７）
インデに属する ，と考えられています 。

　こうした未来社会像を構想した上で，筆者は「精神的自由」の問題について次のように述べま

す。 今日出版されている書物のうち，たとえその９割が廃棄されたとしても ，人類のオリジナル

な思想のただの一つも失われはしない。文筆業の量的減少は，経済コミューンにおいては質的向

上によっ て十分補われるだろう 。そもそも今日 ，経済的理由から ，いかに多くの才能が花開くこ

とのないまま失われていることか。構成員の自由と平等の原則に立脚する経済コミューンにおい

て， すべての児童は無償教育を受け，またすべての青年に，さまざまな分野でより高度な教育の

機会が与えられる 。したがって，有能な人材には事欠かない。何を書くべきか，決める者は誰も

いない。書く意志を持つ者が書きたいものを書けばよい。経済コミューンは本の出版 ・販売にも

あたり ，必要とあれば著作家を好ましからざる労働から解放し，快適な住居を割り当て，毎年特
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３８）
別の報酬を与えるなどして，彼の著作活動を保護するであろう 。

　いわゆる「現存する社会主義」とその崩壊を経験した私たちは，このようなバラ色の展望を ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３７３）
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苦い思いなしで聞くことはできません 。

　さて，この論説の筆者はカール ・アウグスト ・シュラムですが，先に問題とした社会主義社会

への移行に関わ って，同じ１８７８年の『未来』誌上で，このシュラムとべ一ベルの問で論争が闘わ

されています。まずシュラムは，彼の言う経済ゲマインデを核とする社会主義社会の実現に向け

て， すでに現行社会内で自治体（ゲマインテ）の事業経営を拡大することが正当かつ有益である ，

と主張します。自治体自ら生産に乗り出さずとも ，それが消費協同組合として生活必需品の供給

を引き受けるだけでも ，生産に大きな影響を及ぼし，有害な寄生虫である中間商人を排除するこ

とができる 。さらに，消費協同組合の活動から得た資金を自治体は生産に投じ，こうしてしだい

に多くの産業部門が自治体の手に移ることになる。彼はこう言います 。

　シュラムのこうした主張は，当時社会主義陣営内部に広まっ ていた次のような考えに対する批

判としてなされたものです。つまり ，大企業による資本の集中を待ち，少数者の手に集中した富

を無産のプロレタリアートが収奪する，そしてそのための政治権力の獲得に全力を注くべきであ

る， という考え方です。こうした考えに対してシュラムは，政権奪取後の社会主義的経済システ

ムの構築に向けた準備を，すでに現行社会内で進めるべきだ，と主張します。そして，その「唯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３９）
一可能な第一歩」が自治体経営の拡大である ，と言うのです 。

　同じ考えからシュラムは，ライヒによる鉄道の国有化，火災保険，タバコ専売など，当時，政

府をはじめ諸方面から提起されていた国営企業拡大の企図にも ，一定の留保つきながら肯定的な

姿勢を示します。彼は次のように言います。確かに今日のライヒ政府が反動的性格を強く持つこ

とは明らかであるが，しかし他方，帝国議会に選出される議員の数からも知られるように，社会

主義者が無視しえない勢力となっ ていることも事実である 。各邦の政府はこの新勢力を顧慮せさ

るをえず，場合によっ ては政権の獲得も可能だろう 。共和主義的主張を掲げる民衆と対時して ，

王朝政府は憲法改正に同意せざるをえなくなる 。もっとも ，こうして政治的要求の実現が可能に

なるとしても ，しかしそのとき国家による生産のモデルが存在しないとしたら ，社会的（。ｏＣｉ．１）

　　　　　　　　　　　　　　４０）
諸改革は著しく困難になるだろう 。

　こうしたシュラムの主張に対し，べ一ベルが同じ『未来』誌上で批判を加えました。ドイッ皇

帝の下で「社会主義的」政府が樹立されるとでも考えるのか，とべ一ベルは言います。さらに ，

国営企業が社会主義社会における経済活動のモデルとなる，というシュラムの考えも ，べ一ベル

は真 っ向から否定します。彼はこう言います。現行社会における国営企業は，労働者の搾取 ・抑

圧に立脚するものでしかなく ，この点では一般の私企業と何の変わりもない。社会的諸要求の実

現のためには政権獲得こそが決定的に重要であり ，国営企業に対する評価も ，それが政権獲得を

容易にするか否かによっ て判断されねばならない。そして，ビスマルクらの推進する国有化の企

図は，それが現行国家の力を強めるものであるがゆえに否定されねばならない。こうして国営企

業に対して否定的評価を下す一方で，べ一ベルは，自治体の事業活動については，学校，道路の

舗装，照明，劇場等の文化施設というように，その内容の多くが文化水準の向上に関わるもので

あるという理由で，過大評価は戒めつつも ，これに肯定的な態度を表明しています。いずれにせ

よ， こうした認識のうえでべ一ベルが最も重要と考えるのは，国営企業であれ私企業であれ，諸

産業における資本の集中，そして，ただ一度の大規模な収奪によっ て， これを社会主義的 ・協同

　　　　　　　　　　　　　　　　　４１）
組合的な経済秩序に移行させることです 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３７４）
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　シュラムとべ一ベルの論争は「国家社会主義」論争として知られるもので，他の論者もまじえ

て展開しますが，この論争を含め，当時社会民主党内部には，社会主義社会の未来像，それへの

移行をめぐっ てさまざまな見解が競うように現れていました。党は，統一的な理論体系を党の教

義として掲げるより ，むしろさまざまな種類の社会主義的見解の籏生に，党の力の増大を見てい
　　　　４２）
たようです。しかし，こうした状況はほどなく変化していきます 。

　決定的なのはマルクス主義の影響力の増大であり ，とくに１８７７／７８年に発表されたエンゲルス

の『反テ ユーリンク論』を通じて　　したがって，そこにおけるマルクス理論の平板化を含めて

　　多くの党員がマルクス主義を信奉するようになります。そして，党指導層の提示する未来像

も， しだいにこのマルクス主義に規定されたものとなっ ていくのですが，それは次のような特質

を持 っていました。すなわち，すべての社会的変化は生産手段の私的所有の社会化という初発の

行為から生まれ，それ以外の変化はそこから「自然に」現れ出てくる ，という考え方。社会主義

は， あくまで歴史発展の必然として実現されるはずのものと捉えられ，行為する主体としての党

の積極的役割は，歴史的発展の観察者としての役割の背後に退いていきます。「自由な人民国家」

の建設という要求に代えて，国家の死滅という予言。経済 ・労働制度の民主化，両性の平等など

は， 社会政策として追求すべき課題としてでなく ，新たな所有秩序の自然の結果と理解されるよ
　　　　　４３）
うになります 。

　こうした考え方の典型的な表れは，カウッキーに見ることができます。彼もまた『反デューリ

ンク論』の読書を通じてマルクス主義者となるのですが，たとえは１８８０年のある論説で，彼は次

のように述べています。「理論的社会主義の責務は，したがって次の点にある 。すなわち，一つ

には現代杜会の発展がいかなる方向（Ｒ１．ｈｔｍｇ）に向か っているかを明らかにし，また一つには ，

現在の社会諸制度のうち，いずれのうちにこの発展の明牙が宿り ，いずれがこれと相容れないか

を明らかにすることである 。実践的社会主義が課題とするのは，前者を全力で促進し，後者を全
　　　　　　　　　　４４）
力で克服することである 。」また，１８９１年のエアフルト綱領の起草にあたり ，カウッキーは次の

ように言います。すなわち，今後の発展の諸傾向（Ｔｅｎｄ．ｎ．ｅｎ）ではなく ，その具体的形
（Ｆ．ｍ．ｎ）を問うのは，「社会を固有の法則に従って発展する生きた有機体ではなく ，好みに応じ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４５）
て人為的に形作ることのできる死んだ機械装置と考える古い見解にしがみつく者のみである」と 。

　こうした主張によっ てカウツキーは，一方における未来国家像のユートピア的な描写から距離

をおき ，ただし同時に，未来についての構想を一切拒否して単に「自然の発展」にすべてを委ね

ようとする他方の極論をも否定して，党の課題を，社会王義に向かう歴史的発展の方向ないし傾

向を見極め，それを促進することに定めたのです。もっとも ，予言が「傾向」に限られるのであ

れば，予言の実践的価値は低下せざるをえません 。

　実際，こうしたなか，すでに１８８０年代初め以来，党指導部は未来国家の構想からしだいに手を

引いていきます。未来国家論争自体はその後も続き ，とくに１８９０年に社会王義者鎮圧法が廃止さ

れた後，反社会主義プロパガンダが再燃するなかで再度高まりを示しますが，内容は既出のもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４６）
がくり返されるだけで，少なくとも党内では論争的性格を失います。１８９３年２月 ，帝国議会で社

会民主党の「未来国家」論に攻撃が浴びせられたとき ，壇上に立 ったべ一ベルは，そもそも社会

主義が実現された暁には「未来由豪」など問題になりえない，と論じました。国家とは要するに

「有産階級の利益実現のための執行委員会」であり ，階級対立それ自体が廃棄されるときが来れ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３７５）



　２００　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

ば， 国家権力もまた存在しなくなるからである ，と彼は言います。マルクス主義的な国家死滅論

です。また，ブルジ ョア社会が，その必要性 ・正当性の認識からでなく ，経済発展が新たな労

働・ 社会秩序を必要とした結果出現したように，社会主義社会もブルジ ョア社会の発展の帰結と

して現れ出る。杜会主義者が政権の座についたとき ，明らかに実施されるのは生産手段の私的所

有の廃棄，社会的所有への転換であるが，個々の具体的措置はそのときの状況に規定されさるを

得ない。社会主義杜会は「ひとりでにや ってくる」のであり ，「ユ ートピア主義的な細密画」の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４７）
作成はわれわれの課題ではない。べ一ベルはこう述べて批判を一蹴しました 。

　党中枢とは別に，党員大衆レベルでは社会王義的未来国家の理想がなお強い吸引力を持ち続け
　　４８）
ますが，ただし彼らの問でも ，未来国家についての意識が変化しつつあ ったことを見逃すわけに

はいきません 。

　ある党員は，１８９０年頃，２５歳で社会主義に出会 った当時の思い出を次のように語っています 。

「社会民主主義の志を持つ労働者の意識をその頃支配していたのは，未来国家の理念だ った。貧

困が存在しない社会秩序の輝かしいイメージが，私や，そして私以外の何千人もに，深い，後々

　　　　　　　　　　　４９）
まで残る印象を与えたのだ。」

　しかし１８９０年代後半以降になると ，革命や社会主義的未来国家への期待は薄れていきます 。

１９０７年から１０年にかけて，党員ならびに社会民主党系の自由労働組合の組合員を対象とする大規

模なアンケート調査が行われましたが，そのなかで２９歳のある鉱夫は次のように述べています 。

「社会主義的未来国家を生きて経験するという期待を，私は部分的にはずっと以前に棄ててしま

った。」さらに，２５歳のある鉱夫の回答。「私は社会民主党員で労働組合にも加入している 。二つ

の運動に加わ っているのは，それが掲げる未来の理想より ，むしろ日々の実践的活動のためだ 。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０）
同様の例は，他にいくつもあげることができます 。

　「１８９０年から第一世界大戦までの社会民主党の歴史は，理論一般からの解放の歴史である 。」ハ

ンス ・ヨー ゼフ ・シュタインベルクはこう述べています。党員大衆の大半が理論問題に対する関

心を失い，また，社会民主党が「祖国なき輩」としてドイッの政治世界から排除されつづけると

いう状況のなかで，党は，現存秩序の自然必然的崩壊という見かけだけ急進的なイデオロギーに

執着します。シュタインベルクは次のように結論づけています。「党は，そのイデオロギーの宿

命論的な基礎とその現実の政治的な無力性とのゆえに，『われわれはどんなふうに未来を形成し

ようと欲するのか』という問題を提起しないで，その代わりに，『将来何が起こるであろうか』

ということを問題にしたのであ って，こうした党は，１９１８年に ，党が克服するための準備もして
　　　　　　　　　　　　　　　　　　５１）
いなかった課題に直面させられたのである 。」

お　わ　り　に

　「人民国家」 ，「未来国家」と来て，結局「社会国家」にたどりつくことのないまま ，報告を終

えることになっ てしまいました。ただし，報告の初めに触れたローレンツ ・フォン ・シュタイン

による「社会的国家」の定義，つまり資本と労働の利害対立を調整し，「すべての階級の福祉の

ためにその権力を用いる」国家，という規定に従うなら ，第二帝政末期に社会民主党系の労働者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３７６）
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大衆が期待したものは，まさにそうした意味での「杜会国家」であ ったと言えるかもしれません 。

もちろん，この国家はシュタインが念頭に置いた「杜会的王政」ではなく ，民衆が主権の座につ

く民王王義的国家であるという決定的な違いはありますが。

　こうした「社会国家」への道を，私はいわは「理想」としてのユートピアの意味喪失ないし毎

力化の過程として描き出しました。再びシュタインベルクの言を借りれば，「党の圧倒的多数が

もはや信じなくなっ た疑似革命的なイデオロギーに執着するということは，結局のところ ，現存

の社会や現存の国家秩序の存続を暗黙裡に承認するということと同じ意味をもっ たのであ った」

　　　　　　　　　５２）
ということになります 。

　１９５９年のバ ート ・ゴー デスベルク綱領は，こうした過程の自然の帰結と見ることができるかも

しれません。実際，すでに１９世紀末から２０世紀初めにかけて，ベルレープシュ ，ポザドウスキー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５３）
の推進した国家の社会政策を社会民主党は歓迎しています。また，その後の同党の綱領を見ると ，

１９２５年の綱領で「社会政策」という項目が独立に立てられ，１９５２／５４年の綱領では，それがさら

に大きく拡充されて論じられています。そして，初めに申しましたように，バート ・ゴー デスベ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５４）
ルク綱領で「社会国家」という言葉が現れるわけです 。

　ただし，こうした過程を単に「理想」ないしユートピアの喪失としてのみ理解してよいものか 。

この報告の準備のために久しぶりにゴー デスベルク網領を読んでみて，その冒頭がいわば詩の言

葉で始められていることに新鮮な思いがしました。少しだけ訳してみます（ただし「詩」としての

翻訳にはなりませんが）。

　「人問が核の原初の力を解き放ち ，そして今，その結果におびえている 。／人問が生産力をそ

の極みにまで高め，途方もない富を生み出しながら ，ともに実現したこの成果にすべての人が公

正には与れないでいる 。／人問が大地を自身の足下に置き ，諸大陸を相互に引き寄せながら ，武

装した列強ブロッ クが諸国民を以前にも増して引き離し，全体主義体制が自由を脅かす。／これ

がわれわれの時代の矛盾だ。…… ／しかし希望もある 。／核の時代の人間は，自然の諸力に対す

る日々に強まる力を平和的目的にのみ向けるならば，その生活を安楽にし，憂いを取り払い，す

べての人に豊かさをもたらすことができる 。／国際的法秩序を強め，諸国民相互の不信を減じ ，

軍拡競争を阻止するならば，人問は，世界平和を確かなものにすることができる 。／そうすれば ，

歴史上初めて，確固たる民王王義のもとですべての人が個性を満面開花し，貧困と恐怖から解放
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５５）
され，文化的に多様な生活を営むことが可能になるのだ。…… 」

　マルクスから訣別し，新たな出発の礎を築こうとしたとき ，詩の力，そしてそこに託された理

想の力が必要とされたのでしょう 。そして「社会国家」にしても ，そうした理想の力が人々の内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５６）
心に宿る限りでのみ，生命力を持ち続けるように思います 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注
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　　４５（ｍ　ＮＤ　Ｐｒｏｔｏｋｏ１１ｅ　ｄｅｒ　ｓｏｚ１ａ１ｄｅｍｏｋｒａｔｌｓｃｈｅｎ　Ａｒｂｅ１ｔｅｒｐａｒｔｅ１，Ｂｄ１，Ｇｌａｓｈｕ廿ｅｎ　ｌ　Ｔ　／Ｔｏｋｙｏ

　　 １９７１）さらに，べ一ベルの次のような発言。「国家は，階級支配に立脚する国家から人民国家，つま

　　　り一切の特権が存在しない国家に変えられねぱならない。」Ｂｅｂｅｌ，Ｕｎｓｅｒｅ　Ｚ１ｅ１ｅ，Ｓ７２ｆ

２６）Ｄｅｒ　Ｖｏｌｋｓｓｔａａｔ　Ｏｒｇａｎ　ｄｅｒ　ｓｏｚ１ａ１ｄｅｍｏｋｒａｔ１ｓｃｈｅｎ　Ａｒｂｅ１ｔｅｒｐａｒｔｅ１ｕｎｄ　ｄｅｒ　Ｉｎｔｅｍａｔ１ｏｎａ１ｅｎ　Ｇ
ｅｗｅｒ

ｋｓ

　　ｇｅｎｏｓｓｅｎｓｃｈａｆｔｅｎ，Ｌｅ１ｐｚ１ｇ１８６９－１８７６，ＮＤ　Ｌｅ１ｐｚ１ｇ１９７１ ，Ｎｒ４５／４６．１９／２１４１８７６

２７）　Ｄｏｗｅ／Ｋ１ｏｔｚｂａｃｈ　Ｓ１７２

２８）Ｋ　Ｋａｕｔｓｋｙ，Ｄａｓ　Ｅｒｆｕｒｔｅｒ　Ｐｒｏｇｒａｍｍ　ｍ　ｓｅｍｅｍ　ｇｒｍｄ ｓａｔｚ１１ｃｈｅｎ　Ｔｅ１１ｅｒ１ａｕｔｅｒｔ　Ｍ１ｔ　ｅｍｅｒ　Ｅｍ

　　
１ｅ１ｔｕｎｇ　ｖｏｎ　Ｓｕｓａｍｅ　Ｍ１１１ｅｒ，Ｂｅｒ１ｍ／ＢｏｍＢａｄ　Ｇｏｄ

ｅｓ
ｂｅｒｇ１９７４

１８
，Ｓ１０６ｆｆ ，１２４ －１２６

，ｐａｓｓｌｍ

２９）　Ｄｏｗｅ／Ｋｌｏｔｚｂａｃｈ， Ｓ１７２

３０）前掲拙著，２８３－２８５ぺ 一ジを参照 。

３１）Ｖｏｒｔｒａｇ…
ｉｎ： Ｄｅｒ　Ｓｏｃｉａｌ－Ｄｅｍｏｋｒａ，Ｎｒ． １８８，５ ．１１ ．１８６５．前掲拙著，２６０－２６１ぺ 一ジを参照 。

３２）同上，２４７－２５１ぺ 一ジを参照 。

３３）　Ｅｍｅ　Ａｎｔｗｏ汀，１ｎ　Ｄｅｒ　Ｖｏ１ｋｓｓｔａａｔ，Ｎｒ７８．２８９１８７２

３４）　Ｈ６１ｓｃｈｅｒ，Ｓ ．４００ｆ

３５）Ｅｂｄ ，Ｓ４０４－４０６さらに，近藤潤三「近代トイノにおける社会王義批判の展開　　１８７０年代を中 。Ｌ・

　　　に一一イ１）（２）」『社会科学論集』（愛知教育大学）２８（１９８８）／２９（１９８９）を参昭
。

３６）Ｒｅｄａｋｔｌｏｎｓａｎｍｅｒｋｍｇ　ｚｕ
，，

ＥｍＢ１１ｃｋ　ｍ　ｄ１ｅ　Ｚｕｋｍｆｔ
‘‘

ｍ　Ｄｅｒ Ｖｏ１ｋｓｓｔａａｔ，Ｎｒ４５．１９４１８７６

３７）Ｄｌｅ　Ｗ１れｈｓｃ
ｈａｆｔｓ Ｃｏｍｍｕｎｅ，ｍ　Ｄ１ｅ　Ｚｕｋｍｆｔ　Ｓｏｃ１ａ１１ｓｔ１ｓｃｈｅ　Ｒｅｖｕｅ，Ｂｅｒ１ｍ１８７７－１８７８，ＮＤ

　　　Ｇ１ａｓｈｕｔｔｅｎ１ Ｔ１９７１ ，Ｈｅｆｔ１８．１５６１８７８，Ｓ５２９丑

３８）　Ｄ１ｅ　ｇｅ１ｓｔ１ｇｅ　Ａｒｂｅｌｔ１ｍ　ｓｏｃ１ａ１１ｓｔ１ｓｃｈ　ｏｒｇａｍｓ１ｒｔｅｎ　Ｓｔａａｔ，ｍ　Ｄ１ｅ　Ｚｕｋｕｒｆｔ，Ｈｅｆｔ１９．１７１８７８，Ｓ４９７丑

３９）Ｄｌｅ　Ｗ１ｒｔｈｓｃ
ｈａｆｔｓ Ｃｏｍｍｕｎｅ，ｍ　

Ｄ１ｅ　Ｚｕｋｍｆｔ，Ｓ５３０ｆ ，５３７－５３９

４０）　Ｕｂｅｒ　ｄｅｎ　Ｚｕｓａｍｍｅｎｈａｎｇ（１ｅｓ　ｗ１ｒｔｈ
ｓｃ

ｈａｆｔ１１ｃｈｅｎ　ｍｄ　ｄｅｓ　ｐｏ１１ｔ１ｓｃｈｅｎ　Ｐｒｍｃ１ｐｓ１ｍ　ｄｅｍｏｋｒａｔｌｓｃｈｅｎ

　　　Ｓｏｃ１ａ１１ｓｍｕｓ，ｍ　Ｄ１ｅ　Ｚｕｋｕｎｆｔ，Ｈｅｆｔ１Ｏ，１５２１８７８，Ｓ２９６ｆｆ

４１）Ｄｅｒ　Ｇｅｗｅｒ
ｂｅｂｅｔｒ１ｅｂ　ｄｕｒｃｈ　ｄｅｎ　Ｓｔａａｔ　ｕｎｄ　ｄ１ｅ　Ｃｏｍｍｍｅ　ｍ　Ｄ１ｅ　Ｚｕｋｍｆｔ，Ｈｅｆｔ１６．１５５１８７８，Ｓ

　　　４６５丑Ｖｇ１Ｍｉ１１ｅｒ　Ｓ８７ｆｆ

４２）　Ｈ６１ｓｃｈｅｒ，Ｓ．２９８，３５７

４３）　Ｅｂｄ
．，

Ｓ． ２８４ｆ
．，

２９５ ，３７５

４４）　Ｕｂｅｒｇａｎｇ　ｖｏｎ　ｄｅｒ　ｋａｐ１ｔａ１１ｓｔ１ｓｃｈｅｎ　ｚ皿ｓｏｚ１ａ１１ｓｔ１ｓｃｈｅｎ　Ｐｒｏｄｕｋｔ１ｏｎｓｗｅ１ｓｅ　ｍ　Ｊａｈｒｂｕｃｈ　ｆｕｒ　Ｓｏｚ１ａ１

　　　ｗ１ｓｓｅｎｓｃｈａｆｔ　ｍｄ　Ｓｏｚ１ａ１ｐｏ１１ｔ１ ｋ， Ｚｕｒ１ｃｈ１８７９－１８８１ ，ＮＤ　Ｇ１ａｓｈｕ廿ｅｎ１ Ｔ１９７１，Ｊｇ１２（１８８０） ，Ｓ６０

４５）Ｄｅｒ Ｅｎｔｗ皿ｆｄｅｓｎｅｕｅｎＰａｒｔｅ１ｐｒｏｇｒａｍｍｓ，ｍ　Ｄ１ｅ Ｎｅｕｅ Ｚｅ１ｔ，Ｊ９９２（１８９１） ，Ｓ７５８１８９１年のエア

　　　フルト綱領作成に際し，カウツキーは，社会主義的未来国家の姿を論じる部分の追加に徹底して反対

　　　した 。Ｈ６１ｓｃｈｅｒ，Ｓ．３７０．翌年，彼自身が執筆したこの綱領のコメンタールには「未来国家」をめぐる

　　　長大な論述が含まれているが，そこでもカウツキーは，未来国家のプラン ，あるいはそこへの移行手

　　　段を提示する試みを「夢想」と退けたうえで，資本主義的経済発展の必然的結果として展望しうる限

　　　りでのみ，社会主義社会の特質をいくつか描き出すことに課題を限定している 。たとえば「国家の経

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３７９）



２０４　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

　　済的全権」は，すでに現在経済活動への国家介入の増大として進行しつつある現象であり ，あるいは

　　 フルジ ョア的家族形態の解体と「より高次の」家族形態による代替，大経営の社会化にしても同様で

　　ある 。Ｋａｕｔｓｋｙ，Ｄａｓ　Ｅｒｆｕ宜ｅｒ　Ｐ
ｒｏｇｒａｍｍ，Ｓ１２４，１３８ｆ１４０丑 ，１４２ｆｆ

　４６）　Ｈ６１ｓｃｈｅｒ，Ｓ ．３１９，３８６ｆ
．，

３９３ｆ
．，

３９７£，４１２，４１６

　４７）　 Ｓｔｅｎｏｇｒａｐｈ
１ｓｃｈｅ　Ｂｅｒ１ｃ

ｈｔｅ　ｕｂｅｒ　ｄ１ｅ　Ｖｅｒｈａｎｄ１ｕｎｇｅｎ　ｄｅｓ　Ｒｅ１ｃｈｓｔａｇｅｓ　ＶＩＩＩ　Ｌｅｇ１ｓ１ａ血ｒｐｅｒ１ｏｄｅ　ＩＩ

　　Ｓｅｓｓ１ｏｎ１８９２／９３，２Ｂｄ ，Ｂｅｒ１ｍ１８９３，Ｓ８１５－８１８べ 一ベルの演説の当該部分は，彼の演説 ・著作集に

　　も収録されている 。ＺｕｋｕｎｆｔｓｓｔａａｔｍｄＳｏｚ１ａｌｄｅｍｏｋｒａｔｌｅ，ｍ　Ａ　Ｂｅｂｅ１，Ａｕｓｇｅｗａ
ｈ１ｔｅ Ｒｅｄｅｎｍｄ

　　Ｓｃｈｒ１ｆｔｅｎ　Ｂｄ３，Ｍｍｃｈｅｎ／Ｎｅｗ　Ｐｒｏｖ１ｄｅｎｃｅ／Ｌｏｎｄｏｎ／Ｐａｒ１ｓ１９９５，Ｓ３０５，３０８，３１０ｆ ，３１３－３１５ちな

　　みにこの演説のなかでべ一ベルは，現行社会内における協同組合設立の試みを党は原則として一切支

　　持しない，と述べている 。Ｓｔｅｎｏｇｒａｐｈ１ｓｃｈｅ　Ｂ
ｅｒ１ｃｈｔｅ　Ｓ８１２（Ｒｅｄｅｎ　ｕｎｄ　Ｓｃｈｌｎｆｔｅｎ　Ｓ２９９）

　４８）　Ｈｏｓｃｈｅｒ，Ｓ３９７－３９９

　４９）Ｅｂｄ．Ｓ．２７０から引用
。

　５０）　Ｅｂｄ
．，

Ｓ． ２７７ｆ

５１）Ｈ －Ｊシュタインベルク『社会王義とトイソ社会民王党　　第一次世界大戦前のトイソ社会民王党

　　のイテオロキー　　』（時永淑 ・堀川哲訳）お茶の水書房，１９８３年，２４４（引用個所），２６７，２７７
，

　　２８８－２９１ ，２９１（引用個所）ぺ 一ジ 。

５２）同上，２９３ぺ 一ジ 。

５３）同上，２８８－２８９ぺ 一ジ 。

５４）Ｄｏｗｅ／Ｋ１ｏｔｚｂａｃｈ， ２０９伍，３３５ｆｆ，３５４なお，「可能な限り競争を　　必要な限り計画を」という言葉

　　に集約されるゴー デスベルク綱領の経済政策は，社会民主党が当初激しく攻撃していたエアハルトの

　　 「社会的市場経済」論を事実上受け入れるものであ った。実際エアハルトは，社会民主党の経済政策

　　を瓢窃であると非難している 。Ａ　Ｊ　Ｎ１ｃ
ｈｏ１１ｓ，Ｚｗｅ１ Ｗｅｇｅｎ　ｍ　ｄｅｎ　Ｒｅｖ１ｓ１ｏｎ１ｓｍｕｓ　ｄ１ｅ１ａｂｏｕトＰａ血ｅ１

　　 ｕｎｄ　ｄｌｅ　ＳＰＤ　ｍ　ｄｅｒ　Ａｒａ　ｄｅｓ　Ｇｏｄｅｓｂｅｒｇｅｒ　Ｐ
ｒｏｇｒａｍｍｓ，ｍ　Ｊ　Ｋ

ｏｃｋａ　ｕ　ａ（Ｈｇ），Ｖｏｎ　ｄｅｒ　Ａｒｂｅ１ｔｅ｝

　　 ｂｅｗｅ馴ｎｇ　ｚｕｍ　ｍｏｄｅｍｅｎ　Ｓｏｚｌａ１ｓｔａａｔ　Ｆｅｓｔｓｃｈｒ１ｆｔ　ｆｕｒ　Ｇ
ｅｒ

ｈａｒｄ　Ａ　Ｒ１ｔｔｅｒ　ｚｕｍ６５Ｇｅｂｕ廿ｓｔａｇ　Ｍｍ

　　 ｃｈｅｎ／Ｎｅｗ　Ｐｒｏｖ１ｄｅｎｃｅ／Ｌｏｎｄｏｎ／Ｐａｒ１ｓ１９９４，Ｓ１９７．２０１

５５）　Ｄｏｗｅ／Ｋ１ｏｔｚｂａｃｈ　Ｓ３５０ｆ

５６）「社会国家」ないし「福祉国家」の現在および将来に思いを馳せるとき ，私の脳裡に浮かぶのは ，

　　 １９６１年の佐藤昇氏との対談「現代における革命の論理」（『丸山眞男座談４』岩波書店，１９９８年所収）

　　で丸山眞男氏が紹介しているＥ．Ｐ．トンプソンの議論である 。本稿全体の論旨とも関わるので簡単に

　　紹介しておこう 。

　　　トンプソンは，社会主義への移行についての旧来の二つの考え方を批判している 。一つは「進化モ

　　デル」で，これは，少しずつばらばらの改革によっ て「いつの日かズルズルベッ タリに社会主義にな

　　る」という考え方である 。しかしこれでは結局のところ，いかにして新しい社会に移行するかという

　　問題をとりあげないのと同じで，「ゆたかな資本主義」の慣行に屈服している 。革命の第二のモデル

　　 ＝「動乱モデル」の場合，ブルジ ョア国家やブルジ ョア社会の諸制度が「彼等」のものと捉えられ ，

　　 この「彼等」の国家と社会を爆破して，それから「われわれ」の社会を打ち立てるという考え方がと

　　られる。しかしこうした「彼等」的制度論からは，「１９世紀末以後の民王王義的諸権利の増大，さら

　　に第二次世界大戦後の企業の社会化とか福祉国家の広汎な進展といっ た現象 ・・・… が人民の圧力によっ

　　て，また資本家的利害がその圧力に適応した結果うまれたという側面を見ないで，そうした権利や制

　　度は本質的に『限界』をもつという側面だけを見る」ことになる。トンプソンによれば，「福祉国家

　　の泰平を一皮むけばすぐ下には満足どころか羨望，挫折，時には暴力さえ容易に見いだせる」のであ

　　り ，「資本主義の福祉国家的変貌とか階級意識の退化とかいわゆる消費的関心の増大といっ た大衆社

　　会化現象の登場を全部マイナス現象とみないで，そのなかから積極的な契機　　従来とちがった型の

　　政治意識，ちがった型の階級闘争の成長の萌芽をさくり出すこと」こそが重要である。こうした観点

　　からトンプソンは，大衆の直接行動によるイニシアティヴの発揮，「直接に下からの大衆の圧力で政

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３８０）



人民国家一未来国家一社会国家（山井） ２０５

治家に対して要求をつきつけ，その過程でものの考え方なり具体的な社会関係のあり方を転換させて

ゆくこと」を重視する 。革命とは，権力奪取という一回的事件，単なる機構変革を越え，人問琴革の

問題，価値体系更新の問題を同時に含むのである 。同上，１３０－１３６ぺ 一ジ 。

　さらに，同書，１５１－１５４ぺ 一ジにおける近代国家に関する丸山氏の理論的考察をも参照。そこでは ，

支配者が行政手段を私有する近代以前の社会に対し，行政手段が非人格的な「国家」に帰属し，搾取

関係が政治的支配それ自体としてでなく行われる ，言いかえれば「社会的諸関係から政治体系……が

抽象され，区別されたということ」が近代国家の特質として指摘される 。こうした「政治体」と「社

会」の機能的分化を前提として，国家の政策決定は，「社会の側からの有効需要　　狭義の経済的需

要だけでなく ，１青報とか技能とか栄誉とかいろいろな価値への要求　　が政治体に投入され，その結

果が政策として『社会』にアウトプ ットされる循環」として行われる 。ただし，政治体に投入される

有効需要は不均等であり ，たとえば独占資本は政治体に対して最も強力な有効需要を形成する力を事

実上もっ ているから ，現代国家の政策は独占体に有利に動かされる傾向性を強く示す。したがって課

題として掲げられるべきは，「あらゆる形の人民の側の要求と圧力の過程で，政治体の社会に対する

アウトプ ットを独占利潤のためでなく ，広汎な国民的需要のための政策に圧倒的に転換させ」ること

による「社会」の体質の変化である 。

　さらに『丸山眞男座談６』（１９６４～６５年の座談会『現代日本の革新思想』）１４１，１４６ －１４７ ，１４９
，

１５３－１５４ぺ 一ジにおける同趣旨の発言，そして１６１ ，１６４ぺ 一ジおよび『座談５』１３５－１３６ぺ 一ジにおけ

る杜会民王王義に対する丸山氏の積極的評価を参昭 。

（３８１）
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